
申し込み	 問い合わせ

窓 口
業務時間

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー　
　
　
　

    

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

K'BIX 

元
気
21
ま
え
ば
し
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー    

10
時
〜
19
時

見
の
発
表
を
希
望
す
る
公
述
人
は
10

月
７
日
㈬
（
必
着
）
ま
で
に
郵
送
で
。

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
・
変
更

案
に
つ
い
て
の
利
害
関
係
と
意
見
の

要
旨
（
４
０
０
字
以
内
）
を
記
入
し
、

市
役
所
都
市
計
画
課
へ

●
公
聴
会

　

傍
聴
希
望
者
は
当
日
会
場
へ
直
接

お
越
し
く
だ
さ
い
。
公
述
人
が
い
な

い
場
合
は
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
。

閲
覧
場
所
と
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

日
時
＝
10
月
12
日
㈪
10
時

会
場
＝
市
役
所
３
階
33
会
議
室

同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
４

都
市
計
画
変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す

　

都
市
計
画
公
園
５
・
５
・
３
号
荻

窪
公
園
の
変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

期
日
＝
10
月
１
日
㈭
～
15
日
㈭
（
土

日
曜
を
除
く
）

縦
覧
場
所
＝
市
役
所
都
市
計
画
課

意
見
書
の
提
出
＝
変
更
案
に
意
見
の

あ
る
人
は
10
月
15
日
㈭
（
必
着
）
ま

で
に
郵
送
で
。
住
所
・
氏
名
・
意
見

を
記
入
し
、
市
役
所
都
市
計
画
課
へ

同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
４

時
45
分
・
13
時
～
16
時

会
場
＝
市
役
所
正
面
玄
関
前

県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
２
４
‐
２
１
０
２

大
規
模
土
地
取
引
は
届
け
出
を

　

10
月
１
日
㈭
は
土
地
の
日
、
10
月

は
土
地
月
間
で
す
。
一
定
面
積
以
上

の
土
地
取
引
を
し
た
場
合
は
、
契
約

日
か
ら
14
日
以
内
に
市
役
所
都
市
計

画
課
へ
届
け
出
が
必
要
で
す
。
忘
れ

ず
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
が
必
要
な
面
積
＝
市
街
化
区

域
は
２
，
０
０
０
平
方
㍍
以
上
、
市

街
化
区
域
以
外
の
都
市
計
画
区
域
内

は
５
，
０
０
０
平
方
㍍
以
上
、
都
市

計
画
区
域
外
は
１
万
平
方
㍍
以
上

同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
３

都
市
計
画
変
更
案
閲
覧
と
公
聴
会

　

都
市
計
画
道
路
３
・
４
・
１
１
６

号
南
高
校
通
線
の
変
更
案
の
閲
覧
と

公
聴
会
を
実
施
し
ま
す
。

期
日
＝
９
月
23
日
㈬
～
10
月
７
日
㈬

（
土
日
曜
を
除
く
）

閲
覧
場
所
＝
市
役
所
都
市
計
画
課

公
述
申
出
書
の
提
出
＝
公
聴
会
で
意

証
明
書
を
受
け
取
り
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
詳
し
く
は
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

衛
生
検
査
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
７
７

特
殊
建
築
物
は
定
期
報
告
を

　

大
勢
の
人
が
利
用
す
る
特
殊
建
築

物
は
、
そ
の
状
態
を
定
期
的
に
調
査

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
次
に
該
当

す
る
建
築
物
の
所
有
者
か
管
理
者
は
、

資
格
の
あ
る
専
門
家
に
調
査
を
依
頼

し
、
定
期
報
告
書
を
10
月
１
日
㈭
か

ら
11
月
30
日
㈪
ま
で
に
市
役
所
建
築

指
導
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
る
か
、
本
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象
建
築
物
＝
一
定
規
模

以
上
の
旅
館
か
ホ
テ
ル

同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
２

空
き
家
の
相
談
し
ま
せ
ん
か

　

専
門
家
に
空
き
家
利
活
用
の
相
談

が
で
き
ま
す
。

日
時
＝
10
月
１
日
㈭
10
時
～
16
時

会
場
＝
市
役
所

対
象
＝
一
般
、
先
着
10
人

９
月
30
日
㈬
ま
で
に
空
家
利
活
用

山
林
な
ど
に
入
山
す
る
と
き
は

　

県
内
の
山
林
な
ど
で
Ｃ
Ｓ
Ｆ
（
豚

熱
）
に
感
染
し
た
野
生
イ
ノ
シ
シ
が

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
Ｃ
Ｓ
Ｆ
は
物

に
付
い
て
運
ば
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。
養
豚
農
場
へ
の
感
染
を
防
止
す

る
た
め
に
、
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
で
山

林
に
入
山
し
た
場
合
は
、
下
山
時
に

靴
底
な
ど
の
泥
を
よ
く
落
と
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
野
生
イ
ノ
シ
シ
の

死
骸
を
見
つ
け
た
ら
、
触
れ
ず
に
発

見
場
所
や
頭
数
を
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

赤
城
森
林
事
務
所

☎
０
２
７
‐
２
８
５
‐
４
１
１
６

市
有
地
を
売
り
払
い
ま
す

　

市
有
地
を
一
般
競
争
入
札
で
売
り

払
い
ま
す
。
入
札
地
は
石
倉
町
四
丁

目
19
番
８
他
。
参
加
に
は
事
前
の
申

し
込
み
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
売

払
い
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

入
札
日
＝
10
月
30
日
㈮

会
場
＝
市
役
所

案
内
の
配
布
＝
市
役
所
資
産
経
営
課
、

産
業
政
策
課
、
水
道
局
、
各
支
所
・

市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

な
ど
で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も

で
き
ま
す

10
月
23
日
㈮
ま
で
に
売
払
い
案
内

記
載
の
各
課
へ
直
接

資
産
経
営
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
６
５
４

秋
の
狂
犬
病
予
防
注
射
は
中
止
に

　

犬
の
生
涯
に
一
度
の
登
録
と
年
１

回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
は
飼
い
主
の

義
務
で
す
。
本
年
度
の
注
射
が
済
ん

で
い
な
い
登
録
済
み
の
犬
の
飼
い
主

に
、
申
請
書
を
郵
送
。
動
物
病
院
に

連
絡
し
、
年
内
に
必
ず
注
射
し
て
く

だ
さ
い
。
病
気
や
ワ
ク
チ
ン
ア
レ
ル

ギ
ー
な
ど
で
注
射
で
き
な
い
場
合
は
、

動
物
病
院
で
狂
犬
病
予
防
注
射
猶
予

お
知
ら
せ

城
南
支
所
前
で
一
時
通
行
止
め

　

国
道
50
号
（
城
南
支
所
前
）
で
、

歩
道
橋
工
事
の
た
め
夜
間
一
時
通
行

止
め
を
実
施
し
ま
す
。

日
時
＝
９
月
24
日
㈭
０
時
～
０
時
30
分

高
崎
河
川
国
道
事
務
所

☎
０
２
７
‐
３
４
５
‐
６
０
０
０

介
護
保
険
利
用
状
況
を
お
知
ら
せ

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に
、

介
護
保
険
給
付
費
の
お
知
ら
せ
を
９

月
下
旬
に
郵
送
。今
回
の
通
知
に
は
、

４
月
か
ら
７
月
ま
で
の
利
用
分
を
記

載
し
て
い
ま
す
。
利
用
し
た
サ
ー
ビ

ス
に
間
違
い
が
な
い
か
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
３
１
２
９

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
に
注
意

　

特
定
外
来
生
物
ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ

ミ
キ
リ
の
成
虫
を
市
内
で
発
見
。
幼

虫
は
サ
ク
ラ
や
ウ
メ
、
モ
モ
な
ど
の

木
の
内
部
を
食
い
荒
ら
し
、
枯
ら
し

て
し
ま
い
ま
す
。成
虫
や
フ
ラ
ス（
フ

ン
と
木
く
ず
の
混

合
物
）
を
見
つ
け

た
ら
速
や
か
に
捕

殺
し
、
環
境
森
林

課
（
☎
０
２
７
‐

８
９
８
‐
６
２
９
２
）
へ
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
特
定
外
来
生
物

は
、
生
き
た
ま
ま
の
運
搬

や
販
売
、
飼
育
な
ど
が
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
課行

政
書
士
に
相
談
し
ま
せ
ん
か

　

行
政
書
士
特
設
無
料
相
談
会
を
開

催
。
官
公
庁
提
出
書
類
や
権
利
義
務

に
関
す
る
書
類
、
持
続
化
給
付
金
、

終
活
、
相
続
、
遺
言
、
離
婚
、
在
留

手
続
、
契
約
書
作
成
方
法
な
ど
の
相

談
に
乗
り
ま
す
。

日
時
＝
10
月
９
日
㈮
13
時
30
分
～
16

時
30
分

会
場
＝
総
合
福
祉
会
館

10
月
７
日
㈬
ま
で
に
県
行
政
書
士
会

☎
０
２
７
‐
２
３
４
‐
７
６
３
４
へ

献
血
に
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　

市
民
献
血
を
実
施
し
ま
す
。

日
時
＝
９
月
30
日
㈬
９
時
30
分
～
11

セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
０
８
１
へ

空
き
家
を
検
討
す
る
会
議
を
傍
聴

　

空
家
等
対
策
協
議
会
の
傍
聴
が
で

き
ま
す
。

日
時
＝
９
月
30
日
㈬
10
時

会
場
＝
市
役
所
４
階
庁
議
室

対
象
＝
一
般
、
先
着
５
人

当
日
会
場
へ
直
接

空
家
利
活
用
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
０
８
１

ル
ー
ル
守
っ
て
交
通
事
故
ゼ
ロ
に

　

９
月
21
日
㈪
か
ら
30
日
㈬
ま
で
、

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
を
実
施
。

ま
た
、
９
月
30
日
㈬
は
交
通
事
故
死

ゼ
ロ
を
目
指
す
日
で
す
。
子
ど
も
を

始
め
と
す
る
歩
行
者
の
安
全
と
自
転

車
の
安
全
利
用
の
確
保
、
高
齢
運
転

者
な
ど
の
安
全
運
転
と
夜
間
の
ラ
イ

ト
点
灯
な
ど
、
交
通
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー

を
守
り
、
交
通
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
飲
酒
運
転
は
重
大
交
通

事
故
に
直
結
す
る
極
め
て
悪
質
・
危

険
な
犯
罪
で
す
。「
飲
酒
運
転
を
し

な
い
、
さ
せ
な
い
」
を
徹
底
し
て
く

だ
さ
い
。

交
通
政
策
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
６
３

く
ら
し
の
情
報

寄
付

●
コ
ス
モ
経つ

穴ぼ

ク
ラ
ブ
＝
５
万

１
，
２
１
１
円
を
上
川
淵
市
民

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
へ

●
ユ
ニ
ク
ロ
＝
機
能
性
Ｔ
シ
ャ

ツ
２
０
０
着
を
家
庭
ご
み
収
集

作
業
の
従
事
者
へ
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